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 指定 限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

 
公認会計士 柴     毅 

 

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基 公益財団法人プラン・インタ

ナ ョナル・ジャパンの2018年 月１日から2019年 月30日までの第９期事業年度の貸借対照表及び損益計算書 公益認定等

イ ラインⅠ－ (1)の定めに る 正味財産増減計算書」をいう ）並びにその附属明細書並びにキャッ ュ・フロ 計算書

並びに財務諸表に対する注記について監査し 併せて 貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表 以 こ らの監査

の対象書類を 財務諸表等」 いう ）について監査を行 た  

財務諸表等に対する理事者の責任 

理事者の責任 国に いて一般に公正妥当 認めら る公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示

するこ にある こ に 不正又 誤謬に る重要 虚偽表示の い財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者 必要

判断した内部統制を整備及び運用するこ 含ま る  

監査人の責任 

当監査法人の責任 当監査法人 実施した監査に基 いて 独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明するこ にある

当監査法人 国に いて一般に公正妥当 認めら る監査の基準に準拠して監査を行 た 監査の基準 当監査法人に

財務諸表等に重要 虚偽表示 いか うかについて合理的 保証を得るために 監査計画を策定し こ に基 監査を実施

するこ を求めている  

 監査に いて 財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続 実施さ る 監査手続 当監査法人

の判断に り 不正又 誤謬に る財務諸表等の重要 虚偽表示の クの評価に基 いて選択及び適用さ る 財務諸表監査

の目的 内部統制の 効性について意見表明するためのもので い 当監査法人 ク評価の実施に際して 状況に

応 た適 監査手続を立案するために 財務諸表等の作成 適正 表示に関連する内部統制を検討する また 監査に 理

事者 採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者に て行わ た見積りの評価も含め全体 しての財務諸表等の表示を

検討するこ 含ま る  

 当監査法人 意見表明の基礎 る十分かつ適 監査証拠を入手した 判断している  

監査意見 

当監査法人 上記の財務諸表等 国に いて一般に公正妥当 認めら る公益法人会計の基準に準拠して 当該財務

諸表等に係る期間の財産 損益 正味財産増減）及びキャッ ュ・フロ の状況をすべての重要 点に いて適正に表示してい

るもの 認める  

 

＜財産目録に対する意見＞ 

当監査法人 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基 公益財団法人  プラン・イン

タ ナ ョナル・ジャパンの2019年 月30日現在の第９期事業年度の財産目録 貸借対照表科目」 金額」及び 使用目的

等」の欄に限る 以 同 ）について監査を行 た  

財産目録に対する理事者の責任 

理事者の責任 財産目録を 国に いて一般に公正妥当 認めら る公益法人会計の基準に準拠する もに 公益認

定関係書類 整合して作成するこ にある  

監査人の責任 

当監査法人の責任 財産目録 国に いて一般に公正妥当 認めら る公益法人会計の基準に準拠して り 公益認

定関係書類 整合して作成さ ているかについて意見を表明するこ にある  

 

財産目録に対する監査意見 

当監査法人 上記の財産目録 国に いて一般に公正妥当 認めら る公益法人会計の基準に準拠して り 公益認

定関係書類 整合して作成さ ているもの 認める  

利害関係 

公益財団法人プラン・インタ ナ ョナル・ジャパン 当監査法人又 業務執行社員 の間に 公認会計士法の規定に り

記載すべ 利害関係 い  

以  上 



公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン 

理事長 池上 清子 殿 

 

監 査 報 告 書 

 

私ども監事は、公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパンの 2018年 7月 1日から 2019年 6

月30日までの第9期事業年度の業務について監査を実施し、協議のうえ、以下の通り報告いたします。 

 

1. 監査の方法及びその内容 

各監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事、業務執行部門等からその業務の執行状

況を聴取し、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。さらに、会計監査人

から報告及び説明を受け、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにその附属明細書、キャッシュフ

ロー計算書、財務諸表に対する注記、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表（以下「財務

諸表等」という）並びに財産目録につき検討を加えました。また、事業報告書につき所要の調査を実

施しました。 

 

2. 監査の結果 

(1) ＰｗＣあらた有限責任監査法人の行った財務諸表等および財産目録の監査方法及び結果は、相当

であると認めます。 

(2) 事業報告書は公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパンの業務運営の状況を適正に表

示しているものと認めます。 

(3) 役員の職務遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事実は認められません。 

 

 

2019年8月28日 

 

公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン 

 

 

監事   青木 雄二 

 

 

監事   中田 ちず子 

 


